
応募要項 
 
 
この応募要項／利用規約（以下、「本要項」）は、栃木ローバースが主催する「うちでお

どろう（栃木ローバースVer.）」の応募に関する諸条件を定めるものです。 
本要項の内容を確認のうえ、同意いただける場合に限り、ご応募ください。なお、本プロ

ジェクトにご応募いただいた時点で、本要項への同意があったものとみなします。 
 
作品の条件 

1. 1 秒以上10 秒以内の動画であること 
2. 制服を着用していること（帽子は省略可） 
3. 紙に「#chain　of　gratitude」と書いてあること 
※chain　of　gratitudeとは感謝の連鎖という意味です。 
　この言葉を使い、世界中のスカウトが医療従事者に対し感謝を伝えています。 

 
 
応募資格 

次の項目のどちらにも当てはまる方のみご応募ください。 

1. 栃木県連に所属しているスカウトまたはスカウト関係者 
2. 本要項に同意している方 

　　　※参加者が未成年の場合、保護者及び指導者の同意が必要です。 
　　　　必ず事前に同意を得たうえでご応募ください。  
 
注意事項 

1. 誤って応募された場合には当プロジェクトのメールアドレスまでご連絡ください。 
    tochigi.rovers@gmail.com 

2. 撮影をする際には、必ず安全を確保した上で行ってください。 
3. 参加していただける動画については、応募本人またはグループが撮影したオリジナ
ルのものに限ります。 



4. 応募作品に応募者本人またはグループメンバー以外の方が映っている場合および応
募者以外の方が権利を有するデザインを使用する場合には、必ず事前に権利者の同

意、許諾等を得たうえでご応募ください。 
5. 本プロジェクトの参加は無料ですが、作品の制作等にかかる一切の費用について
は、参加者の自己負担となります。 

6. 参加作品の著作権は応募者に留保されます。ただし、応募者は利用権を当プロジェ
クトに対し、利用範囲・期間・方法の制限なく無償で付与するものとします。 

7. 当プロジェクトでは、当該利用権に基づき、事前に参加者に通知することなく、適
宜編集・加工した上で、当プロジェクトのサイト、Twitter、Youtube、その他制作物
等に使用する場合がございます。 

8. 応募作品をYoutubeや各種SNSに投稿する際は、必ずそれぞれの利用規約その他の規
程を遵守するようお願いいたします。 

9. 制作上の都合により、応募していただいた作品を使用できない場合がございます。 
10.他者の著作権、肖像権等を侵害していないよう必ず事前に同意、許諾等を得たうえ
でご応募ください。 

 
 
禁止事項 

　次に該当する、またはそのおそれのある動画は、ご応募いただけません。 
1. 公序良俗および法令等に反する行為が撮影された動画または撮影行為そのものが公
序良俗および法令等に反する動画 

2. 犯罪行為に結びつく、またはこれを助長する動画 
3. 栃木ローバース（本プロジェクト、ボーイスカウト運動全般）または第三者の名
誉、権利を侵害する動画 

4. 第三者の個人情報の開示やプライバシー侵害にあたる動画 
5. 栃木ローバース（本プロジェクトボーイスカウト運動全般）または第三者を誹謗、
中傷する動画 

6. 選挙運動もしくは特定の政治・思想活動を行う、または助長する動画 
7. 猥褻的、暴力的その他一般の方が不快に感じる動画 
8. 自己または第三者の営利公告を行う動画 
9. 商用利用されている動画 
10.その他前各号に準じるものとして、当連盟が本プロジェクトの趣旨にふさわしくな
いと判断した動画 

 
第三者からの異議の申出等により、応募者又は応募作品が上記＜応募資格＞＜注意事項＞

＜禁止事項＞に違反していることが判明した場合、栃木ローバースは、事前に応募者に通知

等することなく応募作品を掲載しない、掲載された応募作品を削除する等の対応をいたしま

す。また、万が一、応募者の上記違反により栃木ローバースに損害が発生した場合には、栃

木ローバースにその損害を賠償していただきます。 
 
 
個人情報の取り扱いに関する基本方針 



ご応募いただいた個人情報は、栃木ローバースのプライバシーポリシーに従い厳正に管理

し、応募者への確認の連絡等本プロジェクトの実施・運営にのみ使用します。 
本プロジェクトに必要な範囲で業務委託先に提供する場合を除き、応募者の承諾なく他者

に開示・譲渡されることは一切ございません。  
 
 

企画・運営 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栃木ローバース 

プロジェクトリーダー　矢島 慎之介（壬生第1団） 

栃木ローバース　代表　高山　 雄也（壬生第1団） 


